
毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
劇
物
）

（
劇
物
）

第
二
条

法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
劇

第
二
条

法
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
劇

物
に
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

物
に
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
毒
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

一
～
四
の
七

（
略
）

一
～
四
の
七

（
略
）

四
の
八

三
―
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
―
一
―
オ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製

（
新
設
）

剤
。
た
だ
し
、
三
―
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
―
一
―
オ
ー
ル
一
％
以
下
を
含
有

す
る
も
の
を
除
く
。

四
の
九
・
四
の
十

（
略
）

四
の
八
・
四
の
九

（
略
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。
た
だ
し
、
次
に
掲

七

ア
ン
チ
モ
ン
化
合
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

げ
る
も
の
を
除
く
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

四
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

（
新
設
）

ヘ
・
ト

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

八

（
略
）

八

（
略
）

八
の
二

二
―
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
エ
タ
ノ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

八
の
二

二
―
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
エ
タ
ノ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
。

た
だ
し
、
二
―
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
エ
タ
ノ
ー
ル
一
五
％
以
下
を
含
有
す
る
も

た
だ
し
、
二
―
イ
ソ
ブ
ト
キ
シ
エ
タ
ノ
ー
ル
一
〇
％
以
下
を
含
有
す
る
も

の
を
除
く
。

の
を
除
く
。

九
～
百
十

（
略
）

九
～
百
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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